
公務災害補償等認定委員会 会議録 

 

１ 日 時 

令和３年７月１３日（火）～令和３年７月２０日（火） 

 

２ 開催方法 

書面開催 

 

３ 委員 

委員長  仲里 建良 

委 員  千葉 秀樹 

委 員  廣澤 信作 

委 員  町田 明美 

委 員  丸山 幸子 

 

４ 議事の要領 

＜質疑等＞ 

・ 医学的な所見は次のとおり。 

骨のＸ線画像から、左足の第五末節骨に骨折がみられる。長机が倒れてきた

という事実があれば、そのために骨折したと考えるのが妥当であり、本件災害

との因果関係が認められる。 

骨のＸ線画像を見る限りでは、他の骨に骨粗鬆症・骨軟化症などの異常はみ

られないため、病的骨折や疲労骨折と言われるものではない。 

足の末節骨であり、手術の適応ではないため、治療内容としてテープ固定は

妥当である。 

治療期間も妥当である。骨折したお互いの第五末節骨の骨折端は少し離れて

おり、現状では治ゆ時にみられる仮骨形成などもみられず、骨癒合はみられて

いない。痛みなどの症状が残存することもある。 

 

＜意見（全委員一致）＞ 

 公務上の災害と認められる。 

 

 

 

 



５ 議決事項 

付議案件については、全委員の意見一致により、次のとおりの意見とする。 

 

 意 見 

事案１ 公務上の災害と認められる。 

 


